
担当課 都市整備局景観政策課

連絡先 （０７６）２２０－２３６４

事務事業名 事業概要
方
向
性

理
由

コメント

違反広告物除去事業
費

　委託業者が市内パトロールを行い、屋外広告物を表示できない
電柱・街灯柱などに掲出されているはり紙・はり札・立看板等を
撤去する。

2,128 見
直
し

内
容
見
直
し

違反広告物の除却枚数が減少していることから、違反掲出
の傾向を踏まえながら、より効果的な抑止方法を検討した
上で、事業の効率化について検討する必要がある。
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二次評価事　　業
H28決算
（千円）
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